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事故調査事例 
鉄道 下り線での線路閉鎖工事において、隣接する上り線に立ち入った作業員と列車が衝突した事例 

概要：本件上り貨物列車(本件列車)は、平成21年7月3日(金)、A駅を定刻(2時39分)より約5分遅れて通過した。

本件列車の運転士は速度約92km/hで力行運転中、本件踏切の直前で隣接する右側の下り線で作業をしていた集

団の中から、上り線に作業員(本件作業員)が立ち入るのを認めたため、直ちに非常ブレーキを使用したが間に

合わず、同列車は本件作業員と衝突した。なお、作業員は死亡した。列車は1両目の機関車前面右側に軽微な

損傷があった。列車には運転士1名が乗車していたが、負傷はなかった。 

事 故 現 場 略 図

 

事故当夜の工事(本件工事)では、下り線における線路閉鎖

工事(※1)として、約140名の工事従事者(右図参照)によ

り、1時56分から延長600mのロングレールを取り替える作

業(レール取替え)等が予定されていたが、下り列車に遅れ

が生じ、作業時間が十分に確保できなくなったため、レー

ル取替えは中止し、‘本件踏切の下り線における総つき固

め(※2)作業’(本件作業)と他の2箇所の踏切道にお

ける作業に移行することとなった 
 
工事従事者には、無線機を所持している者がおり、無線機A

は列車接近合図に、無線機B及びCは作業に関する連絡及び

列車接近の際の退避指示の伝達に使用していた(右図参照)
 
本件作業では、タイタンパ(※3)が使用されていた 

 
※1 ｢線路閉鎖｣とは、線路の保守作業、工事等により、ある区間

を運転の用に供することができないときに、その区間に列車

等を進入させないようにすることをいい、｢線路閉鎖工事｣と

は、これにより行う工事をいう。 
 

※2 ｢総つき固め｣とは、線路長手方向に連続して行う道床のつき

固め作業をいう。道床のつき固め作業はまくらぎの下に道床

をつき入れる作業のことで、軌道の高低及び水準(左右レー

ルの高さの差)変位を整正するために行う。本件作業では、

道床としてバラスト(砕石)が使用されていた。 
 
※3 ｢タイタンパ｣とは、軌道の沈下を整正するために、バラスト

のつき固めを行う保線機械をいう。手動で操作する電動機械

であり、タイタンパの先端部をまくらぎ下のバラスト内に挿

入して振動させ、前後・左右に傾けながら、まくらぎ下にバ

ラストを挿入する。 

【工事従事者及び無線機相互の関係図】

◆本件作業は、第2班が行うこととなっていた 

◆第2班は、本件作業員、班長(本件班長)、作業員(A

～H)など、B協力会社社員によって構成されていた

◆無線機A及びBは、送受信できるが、作業員が所持

する無線機Cは受信のみ 

◆無線機Cは、レール取替の作業を行う作業員のペア

ごとに1台貸与されていたが、本件作業に移行した

後は、ペアが解消される形となった 

事 故 当 夜 の 工 事 に つ い て

下り線 
(線路閉鎖) 

上り線 

列車見張員
(本件見張員)

約1.7m
(歩道) 

踏切警報機 A駅方 B駅方 

右レール

左レール

踏切警報機

約9.0m 
(車道) 

本件踏切

当初砕石を集積していた場所 

下り線側に運んだ砕石を集積した場所

本件作業員(無線機なし) 

A 

B 

C E

FD

GH 

本件班長 

総つき固め作業

軌道工事管理者 

軌道作業責任者 

線路閉鎖工事作業責任者

作業員(無線機Cを所持)

作業員(無線機なし) 

列車進行方向 

線路閉鎖工事作業責任者 
兼監督者 

<本件鉄道事業者社員> 

軌道作業責任者 
<A協力会社社員> 

班長 
第1班～第8班(計8名) 

作業員10名 
第1班～第8班(計80名) 

踏切警備員22名
その他 約20名

中継見張員 1名
列車見張員 7名

軌道工事管理者 
<工事請負会社社員> 

無線機A 

無線機B 

無線機C 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件列車の接近に伴い、 

・踏切警報機の警報音、列車進行方向指示器の矢印が点灯 

・無線機 A で本件列車接近の合図を受け、軌道工事管理者が、

無線機B及び声により、工事従事者へ待避を指示 

・無線機 A で本件列車接近の合図を受け、本件見張員が、周囲

の工事従事者に対して笛や声により注意喚起 

・無線機 B で退避指示を受け、軌道作業責任者が、無線機 C で

退避指示を伝達 

列車見張員の配置

A駅方 B駅方 

列車進行方向 

事故現場 
(本件作業員)

中継見張員 列車見張員

本件見張員 

第1班 第2班 第3班 第4班 第5班 第6班 第7班 第8班 

下り線 

上り線 

本件踏切 踏切 踏切 

レール取替えを行う予定としていた区間

0m 
290m 400m 500m 600m 700m

800m 
905m

安全ロープ(※4) 

※距離(m)は、中継見張員から各列車見張員までのもの

◆上り線に対しては作業区間のA駅方端部からの十分な列車見通し確認距離がとれないため、中継見張員が配置されていた

◆上り線と下り線の間に安全ロープが設置されている箇所については列車見張員の配置は不要であったが、本件工事

の作業区間には安全ロープが設置できない踏切が 3 箇所あること、及び作業区間が延長約 600m に及ぶことから、約

100mおきに上り線に対する列車見張員が現場に配置されていた 

◆列車が接近した際、軌道工事管理者による待避指示を補助する手段として、列車見張員は周囲の工事従事者に対し

て笛や声による注意喚起を行っていた 
 
※4 ｢安全ロープ｣とは、作業中に作業員が誤って隣接する線路へ立ち入ること及び隣接する線路への支障を防止する

ため、上り線と下り線の間に設置されたロープをいう。 

事 故 の 経 過 主 な 要 因 等 

詳細は｢本件作業員の列車接近の認識

に関する分析｣(15ページ)を参照 

レール取替えの中止を決定 

2時 00分 

2時 24分 

本件列車の運転士は速度約92km/hで走行中、本件踏切の直前で上

り線に作業員が立ち入るのを認めたため、直ちに非常ブレーキを

使用したが間に合わず、同列車は本件作業員と衝突 

2時 46分ごろ 

本件班長、本件作業員、作業員

C及びHが、上り線外側の砕石

の入った籠(約 20 杯)を下り線

側に運ぶ 

本件作業員が、砕石を入れる籠を手に持って上り線に立ち入る 

下り線が線路閉鎖に入り、作業

員4名(D～G)が、左レールの総

つき固め作業を開始(各自タイ

タンパを使用) 

本件班長、作業員3名(A～C)が、

右レールの総つき固め作業を

行う(各自タイタンパを使用) 

しかし･･･ 

下り列車に遅れが生じ、線路閉鎖による作業時間が十分に確保でき

なくなった 

事故現場の状況

本件作業員の動き

B駅方

A駅方

列
車
進
行
方
向

線路閉鎖工事作業責任者、軌道工事管理者
及び軌道作業責任者の立っていた位置 

総つき固め作業を 
行っていた位置 

下り線側に運んだ砕石
を集積した場所 

本件作業員は砕石の補充作業を行って

いたと考えられ、下り線側に運んだ砕石

を使い切ったのち、当初砕石の入った籠

が置いてあった上り線の外側へ向かっ

た可能性があると考えられるが、その理

由は明らかにすることができなかった 

本件作業員は事故当夜、体調が十分で

はなかった可能性があると考えられ、

これにより集中力が低下していた可

能性もあるが、列車接近の認識への関

与については明らかにすることがで

きなかった 

本件作業員は本件列車の接近に気付か

なかった可能性がある 
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本件列車が接近したとき、騒音の大きな環境の中で、本件作業員を含む第2班の作業員に対する待避指示の伝達が

不完全となっていた可能性がある 

■軌道工事管理者の退避指示が直接には本件作業員には伝わっていなかった可能性がある 

■本件作業員は無線機Cを所持しておらず、軌道作業責任者による退避指示の伝達を直接には受けていなかった可能性がある 

■本件踏切のA駅寄りで右レールの総つき固め作業を行っていた作業員4名には、待避指示が確実には伝わっておらず、踏切警

報機の警報音等により本件列車の接近に気付くことができた(これら作業員はタイタンパを止め、作業を中断した) 

■本件踏切のB駅寄りで左レールの総つき固め作業を行っていた作業員4名は、騒音が大きく、直前に本件列車の接近に気付い

たか、あるいは本件列車の接近には気付かなかったと口述している(これら作業員はタイタンパを止めなかった) 

本 件 作 業 員 の 列 車 接 近 の 認 識 に 関 す る 分 析  

 

■本件鉄道事業者(同社)の社内規程に従い軌道工事管理者が待避指
示を行っていた 

■軌道工事管理者の声による待避指示の伝達を補助する手段とし
て、列車見張員の笛や声による注意喚起を行うとともに、工事従
事者の人数が多かったため無線機(A～C)の利用も行われていた 

■周囲の住環境に配慮して、拡声器を用いた待避指示の伝達は行っ
ていなかった 

本件工事における退避指示の伝達 騒音の大きなタイタンパを用いる本

件作業に移行してから、拡声器を使用

せずに行う待避指示の伝達方法を再

確認するなど、待避指示を全員に確実

に伝達するための具体的方法につい

て、作業内容に応じた取り決めが不十

分であった 

②本件踏切の B 駅寄りにいたと考えられる

本件作業員は、本件列車の接近に気付き

にくい状況であった可能性がある 
 

①本件作業員に退避指示が伝わっていなか

った可能性がある 

同社の触車事故防止のための社内規程には･･･ 

■安全ロープのない箇所では、隣接線で作業中に待避指示を受

けた場合は、作業を中断するように規定されている 

■工事従事者は、線路内に立ち入る場合、列車等が進来しない

ことを確認するために、いったん立ち止まり、声を出して左

右の指差確認を行うように規定されている 

③本件作業員は上り線に立ち入る際、左右の

指差確認をしていなかった可能性がある 

上記①～③により、本件作業員は本件列車

の接近に気付かなかった可能性がある 

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しております。(平成22年 7月 30日公表) 

http://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/railway/report/RA10-3-1.pdf 

事故防止分析官の 

退避指示のような情報の伝達では、情報が確実に伝わっていることを、

情報の出し手が確認できるようにすることが重要です。このような双方向

の情報伝達では、情報の出し手と受け手というそれぞれの立場の違いを考

慮する必要があり、そのため、現場レベルで日常的に検討や検証を行い、

常に改善していくような取り組みが望まれます。 

  同種事故の再発防止に関する分析

再発防止のためには、作業の内容に応じて、すべての工事従事者に対して待避指示をより確実に伝達でき

る体制及び手段を整える必要がある。 

特に、本件作業のように、待避指示の伝達に拡声器を使用せず、安全ロープのない隣接線において騒音を

伴う作業を行う場合は、待避指示が伝わりにくい環境の中で、線路外に出るという明確な動作を伴わず、そ

の場で作業を中断することになるため、指示が伝わっていることを確認しにくい場合があることから、作業

中断が完了していることだけではなく、指示が伝わっていることも確実に確認する方法を見直すなど、安全

体制の再点検が望まれる。 

また、これらにあわせて、線路内に立ち入る場合の基本動作である指差確認や作業中断の徹底等、線路内

工事における安全確保に関して、工事従事者に対する教育をさらに徹底する必要がある。 

再 発 防 止 に 向 け て  

当委員会は、同種事故の再発防止の観点から、次のとおり分析しています。 

本事故は、本件作業員が本件列車の接近に気付かなかったことが関与し、同作業員が下り線から線路閉鎖のな

されていない上り線へ立ち入ったため発生したものと推定されます。報告書では、本件作業員が本件列車の接近

に気付かなかったことについて、次のとおり分析しています。 

本件踏切の B 駅寄りでは、タイタンパによる大きな騒音が継続

し、列車見張員による注意喚起や踏切警報機の警報音等も伝わ

りにくく、本件列車の接近に気付きにくい状況が継続した 


